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大情審答申第514号  

令和４年11月22日  

 

大阪市教育委員会 

教育長 多田 勝哉 様 

 

大阪市情報公開審査会  

会長 玉田 裕子 

 

答申書 

 

大阪市情報公開条例（平成13年大阪市条例第３号。以下「条例」という。）第17条に基

づき、大阪市教育委員会（以下「実施機関」という。）から令和３年５月10日付け大市教

委第754号により諮問のありました件について、次のとおり答申いたします。 

 

第１ 審査会の結論 

実施機関が令和３年４月８日付け大市教委第360号により行った公開決定（以下「本件

決定」という。）は妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 公開請求 

  審査請求人は、令和３年３月30日、条例第５条の規定に基づき、実施機関に対し、

請求する公文書の件名又は内容として「2020年中学校教科書採択に関して・教育ブ

ロック会議（第１～第４地区）での配布資料、議事録・選定委員長と地区部会長で開

催された『連絡会』の日時、次第、配布資料、議事録」と表示して公文書の公開請求

（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 本件決定 

実施機関は、本件請求に係る公文書を、令和２年度の中学校教科書採択に係る、「第

１教育ブロック会議の会議要旨または協議メモと別紙のとおり」「第２教育ブロック

会議の会議要旨または協議メモと別紙のとおり」「第３教育ブロック会議の会議要旨

または協議メモと別紙のとおり」「第４教育ブロック会議の会議要旨または協議メモ

と別紙のとおり」「大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の会議録と別紙の

とおり」（うち、「第１教育ブロック会議の会議要旨または協議メモ」「第２教育ブロッ

ク会議の会議要旨または協議メモ」「第３教育ブロック会議の会議要旨または協議メ

モ」「第４教育ブロック会議の会議要旨または協議メモ」を、以下「本件各文書」とい

う。）と特定したうえで、条例第10条第１項に基づき、本件決定を行った。 

 

 ３ 審査請求 

   審査請求人は、令和３年４月12日、本件決定を不服として実施機関に対し、行政不



 

2 

 

服審査法（平成26年法律第68号）第４条第１号に基づき審査請求（以下「本件審査請

求」という。）を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張 

  審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件決定では、「公開決定」となっている。しかし、公開申請した内容は、「教育ブ

ロック会議（第１～第４地区）での議事録」であるが、「公開決定通知書」では「会議

要旨または協議メモ」となっている。「会議録」になっていないため、「会議録」の公

開を求めて審査請求する。 

 

 ２ 審査請求の理由 

   大阪市での教科書採択では、「教育ブロック会議」が重要な役割を果たしている。し

たがって、採択の公正性、透明性を確保するためには、「教育ブロック会議」の議事録

を公開することは必要である。しかし、本件決定において公開された「会議要旨また

は協議メモ」は「議事録」には程遠く、どのような議論が行われたのは理解すること

ができない。しかも「教育ブロック」によって、公開された「会議要旨または協議メ

モ」の詳しさに差があり、公正性に欠け妥当だとは思えない。 

 

 ３ 実施機関の主張（第４）に対する反論 

  ⑴ 大阪市教委は、「弁明書」の中で、「ブロックの特徴や課題を協議し、ブロックに

係る資料を作成する。取り組む必要があると判断した教育ブロックは、ブロック会

議で資料を作成し、教科用図書選定委員会に提出することもある。」と述べた。しか

し、市教委は、ここで述べた「ブロック会議で作成する資料」の性格、内容につい

て一切触れていない。 

    教育ブロック会議が議事録を作成しなければならないかどうかは、同会議が実質

的に教科書採択過程でどのような位置づけだったのか、「ブロック会議で作成する

資料」の性格、内容はどれほど教科書採択に影響を与えているのか、によって判断

されるべきである。以下、2020年中学校教科書採択で、教育ブロック会議がどのよ

うな役割を果たしたのか、明らかにしていく。 

  ⑵ ４つの採択地区の教育ブロック会議は、第１回教科用図書選定委員会地区部会ま

でに複数回、会議を開き、「方針」「大切にしたい観点」「調査の観点の重点化」「調

査の観点の重点化について検討する際に留意すべきこと」などを検討し、同会議に

提出している。さらに、専門調査会や学校調査会にも示し、教科書の調査研究の重

要な視点となったのである。言うまでもないが、「方針」「観点」「調査の観点の重点

化」は教科書採択の基準にあたる最も重要なものであり、「方針」「観点」が変われ

ば教科書選びも変わる決定的なものである。 

    第２教育ブロック会議では「第２教育ブロックが大切にしたい観点」を決めてい

る。その際、第２教育ブロック代表は、「教科用図書選定委員会（第２地区部会）に

おいて、上記の第２教育ブロックが重視する観点（案）を説明し、学校調査会、専
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門調査会での調査研究の際に重視するとともに、教科用図書選定委員会（第２地区

部会）で答申資料を作成する際にも、同様に取り扱うよう求めることとする。」との

文書を付けた。これは明らかに第２教育ブロック会議で決めた「大切にしたい観点」

を重視して採択を求するように求めたものである。 

    第３教育ブロック会議では、「教科書採択に向けた第３教育ブロックとしての方

針の方向性（案）」を作成している。その中には、「代表としての重点」が記されて

おり、教科書採択について何を重視するのか、示しているのである。さらに「第３

地区の『調査の観点』の重点化について（案）」も審議され、調査の観点の核心部分

が議論の対象となっている。 

    第４教育ブロック会議では、「第４教育ブロックの特色を踏まえ、調査の観点の重

点化について検討する際に留意すべきことがら」を検討し、教科書採択の基準を示

した。 

    以上のことから、教育ブロック会議は、教科書採択において、調査研究、採択の

基準となるべき内容について検討し、選定委員会、専門調査会、学校調査会で活用

された。教科書採択に重大な影響を与えたと言うべきである。 

  ⑶ 大阪市教委は、採択方針と方法を示した「令和３年度使用義務教育諸学校教科用

図書の採択について」に、「教育ブロック会議」が登場しないことを理由にして、「教

科書採択において、直接意見を述べ影響を与えるものではない」と述べた。しかし、

「教育ブロック会議設置要綱」第２条には、教育ブロック会議が「調査及び審議を

行い、意見をとりまとめる」とした内容として、「教育ブロック内の小学校、中学校

の教科用図書及び教材に関する事項」があり、教科書採択に関する事務が含まれて

いる。⑴で指摘したとおり、教育ブロック会議が教科書採択に現に大きな影響を与

えていることから、大阪市教委の見解には妥当性がない。 

    大阪市教委は、教育ブロック会議の役割を踏まえれば、「令和３年度使用義務教育

諸学校教科用図書の採択について」に明記していないことこそ問題なのである。教

科書採択について市民的な関心が高いことに鑑みて、教育ブロック会議の議事録を

全面開示するだけでなく、教育ブロック会議が教科書採択にどのように関与するの

か、教育ブロック会議が教科書採択にどのような影響を与えたのか、制度上の位置

づけを明確にすることが教科書採択の透明性にとって極めて重要である。 

  ⑷ 大阪市教委は、各教育ブロックの「会議要旨または協議メモ」の内容に差がある

ことに対して、「教育ブロックによって、教育ブロック会議の開催回数や開催時間が

異なるため、議事等の詳細にも差がある。」と述べた。しかし、これは全く「弁明」

になっていない。審査請求人は、会議参加者の発言を正確に記した議事録を求めて

いるのであり、開催回数や開催時間によって変わるものではない。開催回数や時間

にかかわらず、開催された会議の議事録を正確に作成することを求めているだけで

ある。 

  ⑸ 以上、大阪市教委の「弁明書」は、教育ブロック会議が現実に果たした役割と矛

盾しており、現実には教科書採択にも大きな役割を果たしたのである。従って、教

科書採択の公正性、透明性を確保するためにも、教育ブロック会議の会議録を全面

公開することは市民の知る権利から正当な要求である。ただ、2020年の教育ブロッ
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ク会議の議事録を今から作成することが物理的に難しいと言うことであれば、審査

請求人の主張を認めた上で、次回の採択から議事録を作成することを約束すべきで

ある。 

 

第４ 実施機関の主張 

実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

本件各文書は、実施機関が、令和２年度に実施した各教育ブロック会議で作成したも

のである。ブロック内の全区担当教育次長で組織される教育ブロック会議は、教育長が

定めるブロックの区域内における教育委員会事務局の所掌事務のうち、共通して実施す

る必要がある事務について、調査及び審議を行い、統一した方向性を決定するため、ブ

ロックごとに設置されたものである。教育ブロック会議では、各教育ブロック内の小学

校、中学校の学力向上及び生活指導に係る事業の実施に関する事項、教科用図書及び教

材に関する事項等共通して取り組む必要があると認めた事項について、ブロックの特徴

や課題を協議し、ブロックに係る資料を作成する。取り組む必要があると判断した教育

ブロックは、ブロック会議で資料を作成し、教科用図書選定委員会に提出することもあ

る。 

教科用図書選定委員会では、採択地区等にふさわしい教科用図書について調査研究を

し、採択権者である教育委員会の判断に資する資料を作成するものである。教育ブロッ

ク会議は、教科書採択において、直接意見を述べ影響をあたえるものではなく、また教

科書採択のために選出された構成員による会議でもない。 

教育ブロック会議は、市の公文書作成指針においての、市としての意思決定に向け、

所属内における意思統一のため調整を行うことを目的とした会議にあたり、議事録を作

成する対象とならないことから、各教育ブロックでは、会議の記録を、議事録ではなく

会議要旨や協議メモとして記録している。 

また、教育ブロックによって、教育ブロック会議の開催回数や開催時間が異なるため、

議事等の詳細にも差がある。 

以上の次第であり、本件決定は条例に則った適正なものである。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 基本的な考え方 

条例の基本的な理念は、第１条が定めるように、市民の公文書の公開を求める具体

的な権利を保障することによって、本市等の説明責務を全うし、もって市民の市政参

加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることにある。したがって、

条例の解釈及び運用は、第３条が明記するように、公文書の公開を請求する市民の権

利を十分尊重する見地から行われなければならない。 

 

２ 争点 

審査請求人は、本件決定に対する審査請求の趣旨として、「『教育ブロック会議（第

１～第４地区）での議事録』の公開を求めたのに対し、公開された文書は『会議録』

ではない」旨を主張している。 
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よって、審査請求人は本件決定に対し、本件請求に合致する公文書が特定されてい

ないことを主張するものと解することができる。 

したがって、本件審査請求における争点は、本件請求に係る公文書の特定の相当性

である。 

 

３ 本件各文書を特定したことの相当性 

  当審査会において本件各文書を見分したところ、本件各文書には、各教育ブロック

会議の開催日時・方法、出席者、議題、議論の内容（会議の中で出席者から提示され

た意見の内容）等、各教育ブロック会議における議事の概要が記載されていることが

認められる。 

  また、実施機関によれば、上記各会議において、本件各文書の記載内容よりも詳細

に議事の内容を記した公文書（例えば、出席者の発言について、主なものにとどまら

ず、個々の発言内容の要旨レベル及びその発言者まで詳細に記載した公文書）は作成

していないとのことである。 

なお、「教育ブロック会議」とは、教育長が定めるブロックの区域内における教育委

員会事務局の所掌事務のうち、共通して実施する必要がある事務について調査及び審

議を行い、統一した方向性を決定するために設置されているものである。また、中学

校教科書採択については採択権者は教育委員会であり、同委員会から諮問を受けた教

科用図書選定委員会が教科用図書について調査研究をし、教育委員会の判断に資する

資料を作成するなどして、教育委員会に答申を行うものである。「教育ブロック会議」

は必要に応じて教科用図書選定委員会に資料を提供することはあるものの、教科書の

採択に直接意見を述べ影響を与えるものではない。本件各文書の記載内容から読み取

れる各会議における議題・議論の内容等に照らせば、これらの「教育ブロック会議」

の位置づけに関する実施機関の説明に特段の疑義は認められない。よって、「教育ブ

ロック会議」は、大阪市の定める「説明責任を果たすための公文書作成指針」におい

て、会議録等の作成を要しないものとされている「市としての意思決定に向け、所属

内における意思統一のため調整を行うことを目的とした会議」とみることができるこ

とから、本件各文書の内容以上に、個々の発言者の発言内容等を詳細に記した公文書

が作成されていないとしても、何ら不自然、不合理な点は認められない。 

  したがって、本件請求に係る公文書として本件各文書を特定し、公開することとし

た本件決定は相当である。 

 

４ 結論 

以上により、第１記載のとおり、判断する。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

委員 玉田 裕子、委員 小林 美紀、委員 重本 達哉 

 

令和３年度諮問受理第４号 
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年 月 日 経    過 

令和３年５月10日 諮問書の受理 

令和３年12月28日 実施機関からの意見書の収受 

令和４年１月17日 審査請求人からの意見書の収受 

令和４年５月12日 調査審議 

令和４年６月６日 調査審議、実施機関の陳述 

令和４年７月19日 調査審議 

令和４年11月22日 答申 

 



（別紙） 

公文書の件名 

〇第１教育ブロック会議配付資料 

 第１回 

 ・資料５－１ 教科用図書選定委員会の推薦について 

 ・資料５－２ 【参考資料】令和２年度使用教科用図書採択（小学校）の仕組み 

 ・資料５－３ 令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その１） 

 ・資料５－４ 令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その２） 

 ・資料５－５ 令和３年度使用教科用図書採択（中学校）に向けたスケジュール案（加筆版） 

 第２回 

・資料１ 教科用図書選定委員会委員の推薦について 

第３回 

・資料１ 令和３年度使用教科用図書の採択結果について 

〇第２教育ブロック会議配付資料 

 第１回 

 ・資料３－１ 令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その１） 

 ・資料３－２ 令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その２） 

・資料３－３ 令和３年度使用教科用図書採択（中学校）に向けたスケジュール案（加筆版） 

 第２回 

 ・資料１ 教科用図書選定委員会第２地区部会の選定委員候補者について 

 ・資料２ 令和３年度使用 中学校教科用図書採択にあたって 

 第３回 

 ・資料１ 令和３年度使用 中学校教科用図書採択にあたって 

 ・資料１ 教科用図書選定委員会第２地区部会の選定委員候補者について 

 第４回 

 ・資料４－１ 令和３年度使用教科用図書採択（中学校）について 

 ・資料４－２ 令和３年度使用大阪市立義務教育諸学校教科用図書（中学校用）の採択結果について 

 ・参考 令和３年度使用 中学校教科用図書採択にあたって 

〇第３教育ブロック会議配付資料 

 第１回 

・資料７－１ 令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その１） 

 ・資料７－２ 令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その２） 

・資料７－３ 令和３年度使用教科用図書採択（中学校）に向けたスケジュール案（加筆版） 

 第２回 

 ・資料２ 中学校教科書用図書選定委員会第３地区部会委員候補者について 

 第３回 

 ・資料２－１－１ 令和２年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会調査票【一覧】 

 ・資料２－１－２ 令和２年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会調査票【コメント一覧】 

 ・資料２－１－３ 令和２年度使用教科用図書選定にかかる学校調査会調査票 

 ・資料２－２ 令和２年度使用教科用図書選定にかかる専門調査会調査結果（第３地区） 

 ・資料２－３ 令和２年度使用教科用図書選定にかかる地区調査会調査結果（第３地区） 

 ・資料２－４ 第３地区について 

 ・資料２－５－１ 【第３地区】令和２年度使用教科用図書選定にかかる答申資料一覧 

 ・資料２－５－２ 令和２年度使用教科図書 答申資料（第３地区） 

 ・資料２－６ 令和２年度使用教科用図書 調査の観点（小学校用） 

 ・資料２－７ 令和３年度使用教科用図書（中学校用）採択に向けて 

～今年度の経緯、課題と改善策（案）について～ 

 ・資料２－８－１ 【参考資料】令和２年度使用教科図書採択（小学校）の仕組み 

・資料２－８－２ 令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その１） 

令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その２） 



 第４回 

 ・資料 教科書採択に向けた第３教育ブロックとしての方向性（案） 

 ・資料２－２－１ 大阪市立教育委員会規則第33号 

大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則 

 ・資料２－２－２ ○大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則（案） 

 ・資料２－３ 地区ごとの調査結果について 

 ・資料２－４ 地区調査の概要 

 第５回 

 ・資料２－１ 教科書採択に向けた第３教育ブロックとしての方針の方向性（修正案） 

 ・資料２－２ 教科書採択における区担当教育次長（地区調査会代表）の役割について 

 ・資料 令和３年度資料教科用図書選定にかかる専門調査会調査結果（第〇地区） 

 第10回 

 ・資料 （別添）令和３年度使用大阪市立義務教育諸学校教科用図書（中学校用）の採択結果について 

〇第４教育ブロック会議配付資料 

 第１回 

・資料６－１ 令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その１） 

 ・資料６－２ 令和３年度使用中学校教科用図書採択の仕組み案（その２） 

 ・資料６－３ 令和３年度使用教科用図書採択（中学校）に向けたスケジュール案（加筆版） 

 第２回 

・資料１ 教科用図書選定委員会第４地区部会の選定委員候補者について（案） 

 第４回 

 ・資料１ 令和３年度使用中学校教科用図書 

〇大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会連絡会配付資料 

 ・教科用図書選定委員会 連絡会 次第 

 ・「教科書展示会」アンケート集計 

 ・令和３年度使用教科用図書 調査の観点（中学校用）【全市共通版（中高一貫校用）】 

 ・令和３年度使用教科用図書 調査の観点（中学校用）【第１採択地区版】 

・令和３年度使用教科用図書 調査の観点（中学校用）【第２採択地区版】 

・令和３年度使用教科用図書 調査の観点（中学校用）【第３採択地区版】 

・令和３年度使用教科用図書 調査の観点（中学校用）【第４採択地区版】 

・令和３年度使用教科用図書 答申資料【第１採択地区】 

・令和３年度使用教科用図書 答申資料【第２採択地区】 

・令和３年度使用教科用図書 答申資料【第３採択地区】 

・令和３年度使用教科用図書 答申資料【第４採択地区】 

・令和３年度使用教科用図書 答申資料【咲くやこの花中学校】 

・令和３年度使用教科用図書 答申資料【水都国際中学校】 

・令和３年度使用教科用図書（中学校）答申資料 総評一覧【第１採択地区】 

・令和３年度使用教科用図書（中学校）答申資料 総評一覧【第２採択地区】 

・令和３年度使用教科用図書（中学校）答申資料 総評一覧【第３採択地区】 

・令和３年度使用教科用図書（中学校）答申資料 総評一覧【第４採択地区】 

・令和３年度使用教科用図書（中学校）答申資料 総評一覧【咲くやこの花中学校】 

・令和３年度使用教科用図書（中学校）答申資料 総評一覧【水都国際中学校】 

・令和３年度使用学校教科用図書の選定について（中学校）答申 

 


